
２月７日（水）に第２回総括

安全衛生委員会が開催されまし

た。今回の委員会には、安全衛

生管理者である保健体育課長と、

安全管理者である保健体育課指

導主事の出席がありませんでし

た。

健康管理医の委員からは、こ

のことについて、また、はじめ

の予定より30分短縮されたこと

について、総括安全衛生委員会

ひいては教職員の健康を軽視し

ているのではないかと苦言が呈

されました。

（１）県立学校の療休者数

や死亡者数について

健康審査会で要休業・要医療

の判定を受けた教職員数は、21

年度は49人でした。22年度は60人

でした。23年度は12月までで45人

となっています。

そのうち精神性疾患によるケー

スは、21年度が33人（全体の67.3

％）、22年度は45人（75.0％）、

23年度は12月まででは32人（71.1

％）となっています。

全国的にも年間5000人台で推

移していた教職員の精神疾患に

よる教職者数が、ついに6000人

を超えたというニュースがあり

ます。学校現場の休職者数が高

止まりしたまま、改善に至るど

ころか、さらに深刻になってい

ます。

県立学校教職員の死亡者数は、

21年度は３人でした。22年度は８

人でした。23年度は12月までで７

人となっています。今年度の7名

のうち、２名の方は自らいのち

を絶たれたとのことでした。

（２）県立学校教職員スト

レスチェック事業

今年度実施されたストレスチェッ

クの面接指導集計結果が報告さ

れました。今年度、高ストレス

と判定された教職員数は883人で、

割合は11.6％でした。面接指導

申出者は36人でした。高ストレ

ス者の4.1％しか面接指導を申し

出ていません。

高ストレス判定者数は、1校あ

たりの平均は6.5名でした。職場

ごとにみると、高等学校ではゼ

ロの学校もありますが、10名以

上の学校も18校あり、最大で27

名の高ストレス判定の教職員を

かかえる高校もあります。

特別支援学校では、1校当たり

平均は11人で、最大では19名と

高ストレス判定者数の多い職場

もあります。

今回の資料では判定者数のみ

の資料なので、どういった環境

で高ストレス判定者が多くなる

のかなどの分析ができません。

問題解決に向けて分析ができる

ような情報をもとにした議論が

必要です。

（３）勤務時間実態調査結

果について

前年度10月の調査では、週休

日・休日における部活動従事時

間等も含めた時間外在校時間合

計が45時間を超えた教職員数は、

高校では17.2％でした。今年度

は、高校では16.4％でした。

しかし、週休日等の部活動従

事時間については、昨年度は平

均5時間44分で、今年度は6時間5

分になっています。特別支援学

校では、10月は昨年度も今年度

も45時間を超えた人数は0人でし

た。

しかし、今回の調査でも持ち

帰って行った仕事の時間数が集

計されていません。特別支援学

校では、完全退勤時間や定時退

勤日などの取組を、厳格に実施

している結果、長時間労働の教

職員は少なくなっています。し

かし、学校に残って仕事をして

いないだけで、学校で終わらな

い業務を家庭に持ち帰っている

だけだという報告がありました。

県教育委員会は、働き方ガイ

ドラインの取組を元とした業務

改善・効率化は進んでいると考

えているようですが、現場では

その実感はありません。

以前から、健康管理委の方か

らも、持ち帰りの時間を把握し

ないでいることは、労災隠しに

つながっていくと批判の声が上

がっています。

持ち帰り業務の実態調査は小・

中学校では、すでに実施されて

います。まず、持ち帰りを含め

た時間の実態を把握するところ

から始めるよう改善することを

組合としても要求していきます。

また、今回は昨年度の年間360

時間超過者割合が報告されまし

た。高校では、34.9％がガイド

ラインの上限を超えました。特

別支援学校では、4.9％と報告さ

れました。

（４）県立学校労働安全衛生管

理研修会について

今年度は、各学校において本

研修の対象教職員以外の職員も

受講できるように動画視聴によ

るｅラーニング形式で行ったと

のことでした。また、参考動画

を校内研修などで活用するよう

に各職場に依頼したとのことで

した。

この形式では、何も伝わって

いない可能性もある。どのよう

に研修の取組の状況把握をして

いるのかとの質問がありました。

これに対して、教育委員会の

回答は「どこまでできているの

かまだ把握していない」でした。

（５）健康管理医からみた

職場の雰囲気やメンタルヘ

ルスケア等について

教職員の働き方については、

厳しい視線が向けられており、
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実際の業務がサービス残業化さ

れています。具体的には、保護

者面談など保護者が土日でない

と参加できない場合、それに応

じて、休日でも業務にあたって

いることなどが報告されました。

業務を減らす環境を作っていく

必要があると提言がありました。

また、健康管理委の委員から

は、学校管理医に産業医の役割

をどれだけ果たしてもらうのか、

県教育委員会は医師会などに訴

える必要があることが述べられ

ました。

自らいのちを絶たれる教職員

がいること、精神性疾患で苦し

む教職員が減らない状況を見て、

残念ながら、現在の茨城県の県

立学校教職員安全衛生管理は、

十分な役割を果たしていないの

ではないかと苦言を述べました。

そして、学校に、産業医の目

が入ることで職場環境の改善が

適切に行えることが期待できる

のだから、県教育委員会は、現

在の職場環境がいかにきびしく、

今後教職員の成手がいなくなっ

てしまう恐れがあることを本気

で考え、健康管理医に必ずやっ

てほしいこと（例えば、少なく

とも2月に1回は職場を巡視して、

教職員の健康に必要な措置を講

じること）を医師会などとよく

話し合って協力を求めてほしい

と提言がありました。

2月25日（日）に、「教育のつ

どい2024」を完全オンラインで

開催しました。テーマは「成績

のつけ方」で、観点別評価導入

後の各職場の問題点を交流しま

した。

最初にレポートを下館工業高

校の石塚健一さん（高教組書記

長）と水戸特別支援学校の小林

秀行さん（高教組執行委員）が

報告し、茎崎高校の国井啓介さ

ん（高教組執行委員）が動画で

職場の現状を報告しました。

（1）高校における観点別

評価

観点別評価については、文科

省が平成31年3月29日に「小学校、

中学校、高等学校及び特別支援

学校における児童生徒の学習評

価及び指導要録の改善等につい

て」という通知を出しています。

その通知の中で、文科省は

「学期末や学年末などの事後で

の評価に終始してしまうことが

多く、評価の結果が児童生徒の

具体的な学習改善につながって

いない」「現行の『関心･意欲･

態度』の観点について、挙手の

回数や毎時間ノートをとってい

るかなど、性格や行動面の傾向

が一時的に表出された場面を捉

える評価であるような誤解が払

拭されていない」「教師が評価

のための『記録』に労力を割か

れて、指導に注力できない」な

どの課題を挙げています。

今回の「教育のつどい」の職

場の交流でも、観点別の評価の

ために記録が重視されるあまり、

観点別評価が教員の長時間労働

の原因なっていることが報告さ

れました。また、工業高校では

実習の課題を提出しない生徒は

成績が1になっていまうことなど

が石塚さんから報告されました。

学校や教科で観点別評価の運

用ルールを決めている場合は、

「こうしなければならない」と

教員の評価を縛るものになって

いる場合も出てきています。観

点別評価が入って、教員の仕事

が大変になったと感じている原

因になっています。

ところが、文科省の「通知」

を読むと、「主体的・対話的で

学びの視点からの授業改善と評

価」ということで、観点別評価

導入とともに授業改善、授業の

やり方を変える必要があるとい

うことを主張しています。

大昔のように、教師が板書し

ながら説明して生徒がノートを

とり、試験を行って点数だけで

評価をつけるのではないという

のが文科省の主張です。生徒の

可能性を引き出すために多様な

形式の授業を行い、複数の観点

から評価を行うのが観点別評価

です。当然、目的は多様な授業

改善であり、生徒の多様なよい

面を引き出すことです。

しかし、観点別評価導入後の

高校の職場は文科省の考えてい

るような「学習改善」や「記録

に労力をかけない」などにはなっ

ていません。観点別評価の運用

の仕方の前に、管理職が先頭に

立って文科省の「通知」を学習

し、「授業改善」や「学習改善」

に務めるべきです。

（2）特別支援学校におけ

る観点別評価

小林さんのレポートからは高

校と違った問題が特別支援学校

の場合あることが分かりました。

もともと、特別支援学校では

高校と違って定期試験がありま

せんから、生徒に対する評価は

一人一人の現状を踏まえて課題

を作ってどれくらいできたかを

文章で表現して評価してきまし

た。

特別支援学校では、観点別評

価を導入する前から観点別評価

を実施してきたと言うことがで

きます。そして、実際の評価は

「個別の指導計画」を作成する

中で行われてきました。

ところが、観点別評価が特別

支援学校にも導入されるように

なって、「関心･意欲･態度」等

の記述が求められるようになっ

て、「個別の指導計画」作りは

非常に大変なことになってしまっ

たということです。教育委員会

も記述を求めるだけで、例文な

ども作っていません。

小林さんによると、特別支援

学校では、担任が書いた「個別

の指導計画」が起案されると、

学年主任、学部主事、教務主任、

管理職などから細かく文言や文

章表現のチェックを受け、場合

によっては大幅な修正を求めら

れることもあるとのことです。

明らかな誤字脱字や不適切な文

章表現などは訂正は必要でしょ

うが、こういう中では、文科省

の観点別評価導入の目的にある

ような「授業改善」や「学習改

善」の話になりにくくなってい

ます。
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